
 
報告（２）鹿屋市生涯学習基本構想策定について 

 
 
 
 １ 策定の目的 

   生涯学習の振興に資するため、本市の生涯学習の推進体制の整備その他必要な事項を  

  定め、生涯学習の振興を図る総合的な施策の推進を図るため 

  〔根拠条例：鹿屋市生涯学習の振興及び推進体制等の整備に関する条例〕 
 
 ２ 策 定 年 度  令和元年度 
 
 ３ 構想の期間  令和２年度から令和７年度まで（６年間） 
 
 ４ 構想策定の視点 

 (１) 超高齢社会の到来や人工知能の進展、外国人労働者の急増など、時代背景や地域

を取り巻く環境や課題等を踏まえること。 

 (２) 鹿屋市第２次総合計画及び各分野の計画との整合性を図ること。 

 (３) 平成30年12月に実施した「市民の生涯学習に関するアンケート調査」の結果を参

考にしたり、審議会委員を市民から公募したりするなど市民の声を反映させること。 

 (４) それぞれの地区で魅力ある生涯学習を推進することにより、地域活性化につなげ

られる取組内容とすること。 

   〔参考：現基本構想における推進施策〕 

    ① 学習環境の整備 ②学習機会の充実 ③学習推進体制の充実 
 
 ５ 作業スケジュール 

月 項    目 備 考 

６月  定例教育委員会で基本構想策定概要説明 
 

６月～ 

（10月） 
 鹿屋市生涯学習行政連絡会議の開催  

 

７月～ 

（10月） 

・鹿屋市生涯学習審議会委員の承認 

・鹿屋市生涯学習審議会の開催 

・鹿屋市生涯学習推進本部の開催 

 

10月  定例教育委員会で計画素案について報告  

11月  鹿屋市生涯学習審議会の開催  

12月 
・12月議会全員協議会説明 

・パブリックコメントの実施 
 

１月  定例教育委員会へ報告  

 



６ 生涯学習推進会議について 

  条例第３条 鹿屋市における生涯学習社会の構築を推進するため、鹿屋市生涯学習推進会

議を置く。 

 ２ 推進会議に鹿屋市生涯学習審議会及び鹿屋市生涯学習推進本部を置く。 
 

 

 

                    

 

 

                                     

                                                    （鹿屋市生涯学習推進本部会設置規則） 

（所掌事務） 

第４条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲 

 げる事項について調査審議するものとする。 

(１) 生涯学習推進体制の整備に関する事項 

(２) 生涯学習機会の提供及び拡充に関する事項 

(３) 生涯学習環境の整備及び充実に関する事項 

(４) 生涯学習情報の収集及び提供に関する事項 

(５) その他生涯学習基本構想等の策定に関する 

   事項  

 （所掌事務） 

第２条 推進本部会は、次に掲げる事項を所掌す

る。 

(１) 生涯学習の振興に資するための施策（以下

「施策」という。）の策定に関する事項 

(２) 施策の効率的な推進に関する事項 

(３) その他施策の推進に必要な事項 

 

（組織） 

第５条 審議会は、委員 20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

(１) 学識経験者 ３人以内 

(２) 社会教育委員 １人 

(３) 社会教育関係団体の代表者 ２人以内 

(４) 公共的な団体等の代表者 ７人以内 

(５) 小・中・高等学校の長 ３人以内 

(６) 公募による者 ４人以内 

（組織） 

第３条 推進本部会は、本部会員 18人以内で組織 

 する。 

２ 本部会員は、鹿屋市庁議等に関する規則（平成

18年鹿屋市規則第 20号）第３条に掲げる職にある

者をもって充てる。 

 

 

  行政連絡会議 

 （行政連絡会議） 

 第６条 推進本部会に行政連絡会議を置く。 

２ 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 施策の企画立案に関する事項 

(２) 施策を効率的に推進するための連絡調整 

  に関する事項 

(３) 施策の企画立案及び推進に必要な情報の 

  収集及び提供に関する事項 

(４) その他施策を推進するために必要な事項 

３ 連絡会議は、会長及び委員で組織する。 

４ 会長は教育次長をもって充て、委員は市長公  

室、総務部、市民生活部、保健福祉部、農林商工部、

建設部、上下水道部、輝北総合支所、串良総合支所

及び吾平総合支所の生涯学習担当課長（部長等の推

薦により本部会長が決定する。）、議会事務局長、教

育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、中央公

民館長、文化財センター所長並びに選挙管理委員会

事務局長の職にある者をもって充てる。 
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